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第５章 分野別の目標と施策 

施策体系 

  

Ⅱ
医療の効率的な提供の推進

Ⅰ
県民の健康の保持の推進

医療提供のさらなる効率
化を患者側・医療提供側
の両面から促進すること
で医療費適正化を図る

エビデンスを踏まえた県
民の健康増進を促進する
ことで医療費適正化を図
る

地域医療構想に基づく医療提供
体制及び地域包括ケアシステム
による医療と介護が効果的・効
率的に連携したサービス提供を
実現し、医療費適正化を目指す

医薬品の使用や医療提供におい
て効率化を図り、医療費適正化
を目指す

患者側及び医療提供側における
受診の適正化を図り、医療費適
正化を目指す

情報の見える化により医療提供
や受療行動の適正化を促し、医
療費適正化を目指す

生活習慣病の予防・早期発見・
重症化予防に取り組むことによ
り、医療費適正化を目指す

がんの早期発見・早期治療によ
り、医療費適正化を目指す

高齢者の疾病予防・介護予防に
より、医療費適正化を目指す

疾病予防を広く啓発し、医療費
適正化を目指す

継続

(1)医療ニーズに対応した
医療提供体制の整備並
びに地域包括ケアシス
テムの深化・推進

継続
新規

(2)後発医薬品及びバイオ
後続品の使用促進

継続
(3)医薬品の適正使用の推

進

新規
(4)医療資源の効果的・効

率的な活用

継続 (5)療養費の適正化

新規 (6)医療の適正受診

継続
(7)医療費等に関する情報

の見える化の推進

継続
(8)公立医療機関における

医療費適正化等の取組の
推進

継続
(1)特定健康診査及び特定

保健指導の実施率向上

継続
(2)生活習慣病の発症予

防・早期発見・早期治療

継続
(3)糖尿病重症化予防の推

進

継続 (4)歯と口腔の健康の推進

継続 (5)たばこ対策の充実

継続 (6)がんの早期発見

新規
(7)高齢者の心身機能の低

下等に起因した疾病予
防・介護予防の推進

新規 (8)予防接種の推進

＜＜柱＞＞ ＜＜方向性＞＞ ＜＜施策＞＞


